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英国のＥＵ離脱協議関連のスケジュール 

 

（資料）欧州委員会文書などから作成 

１. 英国のＥＵ離脱協議が本格化し、離脱に動き出した影響は統計でも確認できるようにな

ってきた。実質所得の減少で個人消費は減速、ビジネス投資は伸び悩み、ＥＵ市民の英

国からの流出は加速している。離脱協議の進展を待たずにＥＵ離脱に向けた準備は進む。

英国民の不安・不満の高まりと潜在成長率の低下が懸念される。 

２. 8月 28日から 31日までの 4日間、第 3 回の英国のＥＵの離脱協議が予定されている。7

月の第２回協議でＥＵ側から「戦略の不明確さ」を指摘された英国は、8月 15日からの

10日間で離脱交渉と将来の関係に関する合計７本の文書を公開、協議への意欲を示した。

第１段階の協議の進展を評価する 10 月のＥＵ首脳会議を前に協議のペースを加速、19

年 3月に迫る離脱への不安を少しでも早く緩和したいとの英国政府の思いが伺われる。 

３. ＥＵ側は、英国の交渉加速への意欲自体は評価しつつ、提言の内容は実体を欠くと評価

している。最大の問題は第１段階の協議の優先課題とすることで合意したはずの清算金

について英国が方針を表明していないことだ。ＥＵが清算金を棚上げしたまま 10 月の首

脳会議で「十分な進展」を認め、第２段階の離脱後の協議入りを認めることは考え難い。

英国が「戦略的遅延」の方針を転換しなければ無秩序な離脱への不安は高まり続ける。 

４. 世界金融危機後、イングランド銀行（ＢＯＥ）の権限は強化された。金融政策と金融シ

ステムの安定を担うＢＯＥにも、あらゆる事態を想定した対応が求められている。 
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（ 広がり始めたＥＵ離脱の影響 ） 

６月 19 日に始まった英国と欧州連合（ＥＵ）との離脱協議の本格化し、19 年 3 月のＥＵ離脱が

現実味を帯びてきた。 

英国がＥＵ離脱に動き出した影響は統計でも確認できるようになってきた。 

8月 24日公表の 17年 4～6月期の実質ＧＤＰ（二次改定値）は前期比 0.3％と 1～3月期の同 0.2％

に続き低調な内容だった。最大の需要項目である個人消費の伸びが、1～3月期の同 0.4％から４～

６月期は同 0.1％にさらに低下したことが響いた（図表１）。失業率は 4～6 月もも 4.4％と低下基

調にあり、雇用面では離脱の悪影響は確認できない。しかし、先進国で広く観察されるように、雇

用のタイト化にも関わらず、賃金の伸びは高まらない。他方、英国の場合は、離脱ショックによる

ポンド安でインフレが高進、実質所得がマイナスに転じたことが、個人消費の伸びを抑えている。 

設備投資やＩＣＴ投資などのビジネス投資の不振も続く。固定資本投資は 1～3月の同 1.0％に続

き、４～６月期も同 0.7％と高めの伸びとなったが、全体を押し上げたのは公共投資だ。ビジネス

投資は、15年７～9月期がピークで、その後は一進一退。企業業績の好調にも関わらず、4～6月期

も前期比横ばいだった（図表２）。 

 

図表１ 英国の実質ＧＤＰ 

 
（資料)英国国家統計局（ＯＮＳ） 

図表２ 英国のビジネス投資 

 

(資料)英国国家統計局（ＯＮＳ） 

 

（ ヒトの動きにも変化 ） 

ヒトの動きにもＥＵ離脱に動き出した影響が明確になってきた。 

８月 24日公表の四半期報告によれば、17年３月までの１年間の移民の純流入は前年同期の 32.7

万人から 24.6 万人に減少した（図表３）。 

特に顕著に減少しているのはＥＵ市民。ＥＵ域外からの移民の 19.3万人から 17.9万人に対して、

ＥＵ市民は 17.8万人から 12.7万人とより大幅に減少した。 

ＥＵ市民の中でも、2004 年 5 月に新たにＥＵに加盟したポーランドなど中東欧８カ国（ＥＵ８）

は 16 年 3月までの１年間の 3万 9000人にから直近１年間は 7000 人に激減した（図表４）。新規の

流入も減少しているが、英国からの流出も加速している。世界金融危機後の移民の流出は英国内の

雇用情勢の悪化で説明できたが、足もとでは雇用情勢自体はタイト。英国とＥＵとの離脱交渉では

英国におけるＥＵ市民の権利を保護する方向で協議が進められているが、在英ＥＵ市民、とりわけ

国民投票における離脱選択に影響したとされる中東欧からの移民には、国民投票後の英国社会の雰

囲気や将来にわたる権利の不確かさが、流出圧力として働いているようだ。 
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図表３ 英国への移民の純流入 

 

（注）３月末までの１年間の集計値、16～17年は暫定値 

（資料)英国国家統計局（ＯＮＳ） 

図表４ 英国へのＥＵ移民の純流出入 

 

（注）３月末までの１年間の集計値、16～17年は暫定値 

ＥＵ15＝2004年 5月以前に加盟した国々 

ＥＵ8＝2004年 5月に加盟した中東欧 8カ国 

ＥＵ2=ブルガリア、ルーマニア 

（資料)英国国家統計局（ＯＮＳ） 

 

（ 離脱協議の進展を待たずに進むＥＵ離脱への準備 ） 

ＥＵ離脱に伴うヒトの動きの変化は今後一層顕著になる見通しだ。 

特に、金融機関は、後述のとおり英国の金融監督当局からも、金融システムの安定と業務の継続

性が損なわれないよう、あらゆるシナリオを想定した計画の策定と準備が求められており、単一市

場からの離脱に備えて、ＥＵ圏内への新たな拠点の新設や増強の動きが加速している。 

ＥＵ離脱によって、英国に所在するＥＵ機関である医薬品の承認や監督を行なう欧州医薬品庁

（ＥＭＡ）やＥＵの銀行規則の策定とその実行を監視する欧州銀行監督庁（ＥＢＡ）も英国外に移

転する。移転先の立候補は 7月末に締め切られ、ＥＭＡには１９都市、ＥＢＡに８都市が応募した。

欧州委員会による適格性審査と審査結果の協議を経て 11 月のＥＵ27 総務理事会の投票で移転先が

決まる。職員数は、ＥＭＡが 890人、ＥＢＡが 189 人だが、移転に伴い、関連する領域の専門家会

合などの開催場所も移るため、波及効果は大きいとされる。 

離脱協議の進展を待たずにＥＵ離脱に向けた準備は進む。英国民の不安・不満の高まりと潜在成

長率の低下が懸念される。 

 

（ 第３回協議を前に英国は交渉加速への意欲と一定の柔軟性を示す ） 

6月 19日に始まった英国とＥＵの離脱協議は、8 月 28日から 31日までの 4日間、第 3回協議が

予定されている（表紙図表参照）。 

英国は、7月の第２回協議でＥＵ側から「戦略の不明確さ」を指摘されたが、8月 15日からの 10

日間で関税協定、アイルランド問題を皮切りに、離脱後の個人情報の取扱いや、紛争処理、民事司

法協力など合計７本の文書を公開、協議への意欲を示した。 

一連の文書からは、単一市場からも関税同盟からも去る「ハードな離脱」の立場は変えないもの

の、「秩序だった離脱」のための姿勢の柔軟化が見られる。例えば、関税協定については、将来的

には「可能な限り自由で摩擦のない関税協定」の締結を目指し、離脱からＥＵとの新たな関税協定

が発効するまでの移行期間は関税同盟に留まることを望む姿勢を示した。紛争処理では、ＥＵ司法

裁判所の「直接」の管轄は終るとしつつ、欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）裁判所のような枠組みを
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構築することで間接的な影響が及ぶことは認める方針を示唆した。 

第１段階の協議の進展を評価する 10 月のＥＵ首脳会議を前に協議のペースを加速、19 年 3 月に

迫る離脱への不安を少しでも早く緩和したいとの英国政府の思いが伺われる。 

 

（ 清算金を棚上げしたままでＥＵが「十分な進展」を認めることは考え辛い ） 

ＥＵ側は、英国の交渉加速への意欲自体は評価しつつ、提言の内容は実体を欠くと評価している。

関税協定の文書で英国が掲げた「可能な限り自由で摩擦のない関税協定」を、欧州議会の交渉担当

者であるヒー・フェルホフスタット・ベルギー 元首相は「ファンタジー」と切り捨てた。移行期

間に関税同盟に残留する間、第３国との通商交渉を求める方針を示していることもネックとなりそ

うだ。 

最大の問題は、第１回の協議で、市民の権利、アイルランド問題とともに第１段階の協議の優先

課題とすることで合意したはずの清算金の方針を表明していないことだ(図表５)。 

 

図表５ 離脱協議及び将来の関係について英国政府が示した方針 

 
（資料）“The Joint technical note attached summarises the UK and EU positions and com@ares them following the 

2nd round of Art 50 negotiation”,  

HM Government, “Future customs arrangements, a future Partnership paper” , “Northern Ireland and 

Ireland, Position Paper”, Enforcement and dispute resolution, a future Partnership paper”, August 2017 

 

デービット・デービス離脱担当相は、清算金については慎重に協議する方針を表明している。こ

うした「戦略的遅延」の背景には、国民投票のキャンペーンで離脱のベネフィットを強調した「い

いとこどり」の主張との整合性を保たなければならないことがあると思われる。 

しかし、ＥＵ側は、ＥＵの制度を守るために英国に「いいとこどり」を認めるつもりはないし、

ＥＵ予算に生じる空白の穴埋めなど、英国の離脱への対応を協議しなければない。 

ＥＵが、清算金を棚上げしたまま 10 月の首脳会議で「十分な進展」を認め、第２段階の離脱後

の協議入りを認めることは考え難い。第２段階の協議への道が拓かれるのは、12 月 13～14 日の次

の定例首脳会議に先送りされる可能性がある。そうなれば、先行き不透明な状態が長引き、離脱後

に関する協議の時間は減る。 

英国が精算金問題の「戦略的遅延」の方針を転換しなければ、無秩序な離脱への不安は高まり続

けるだろう。 
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（ イングランド銀行にもあらゆる事態を想定した対応が求められる ） 

世界金融危機後、中央銀行のイングランド銀行（ＢＯＥ）の権限は強化されており、様々な手段

を通じて経済と金融システムの安定維持を試みている。 

金融政策面では、経済にＥＵ離脱の影響が確認できるようになり、離脱協議の着地点の不透明感

が増しているものの、利上げバイアスを継続している。すでに国民投票後の 16 年 8 月に決めた追

加緩和策のうち、国債購入は 17 年 2 月、社債購入は 5 月以降、新たな買入れは停止して残高を維

持する段階に入っている。４年物資金調達スキーム（ＴＦＳ）も 18 年 2月に期限を迎える。 

７月のＣＰＩは前年同月比 2.6％と離脱ショックによるポンド安の影響でインフレ目標を超えて

おり、ＢＯＥは、この先も利上げがなければ目標の達成が困難と見ている。ＢＯＥは、３カ月に１

度、「インフレ報告」として、金融政策委員会（ＭＰＣ）の政策判断の叩き台となる実質ＧＤＰ、

ＣＰＩなどの見通しを公表する。メイン・シナリオの予測は、予測時点の「先物市場が織り込んで

いる政策金利」を前提とする。8月の報告の場合、現在の 0.25％から 18年 0.5％、19 年 0.7％と、

ごく緩やかな利上げを前提にＣＰＩは 3年後も 2％の目標を超える状態が続くと予測した（図表６）。 

 

図表６ ＢＯＥ「インフレ報告」８月号の予測 

 
(資料)Bank of England, “Inflation Report August 2017” 

 

ＢＯＥ内に設置され、マクロ・プルーデンス監督を担う金融安定政策委員会（ＦＰＣ）は、景気

悪化時への備えとして、6 月 21日の会合で、カウンターシクリカル資本バッファー（ＣＣｙＢ）の

引き上げを決めた。現在のゼロから 0.5%に引き上げ、11 月の次回会合まで見通しに大きな変化が

ない場合には、さらに 1.0％まで引き上げる。 

ＢＯＥの子会社で、ミクロ・プルーデンスを担う健全性機構（ＰＲＡ）は、協定なしの離脱のよ

うな最悪のシナリオでも金融サービスの継続性や金融システムの安定が損なわれないよう、金融機

関にコンティンジェンシー・プラン（緊急時対応計画）の準備を促す。４月７日付の長官名による

銀行、保険会社、投資会社などの経営者宛のレターで、7月 14 日までに計画を提出するよう求めた。

ＰＲＡ長官は、8 月 2 日に議会下院の財政委員会議長からの質問に書面で回答し、期限までに 401

の金融機関から計画が提出され、現在、個別の金融機関の計画の精査や準備状況の点検と計画が広

範な金融システムの安定を損なうリスクの点検作業を行なっていることを明らかにしている。 

8 月のＭＰＣでは、こうしたマクロとミクロ両面のプルーデンス政策の動きも踏まえて、政策金

利については据え置き票 6 対 25bp の利上げ票 2 で据え置きを決めた上で、声明文に「景気が８月

報告通りに推移する場合には、市場が織り込んでいる以上の引き締めが必要になる」可能性を明記、
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利上げバイアスを維持した。同時に、利上げのペースは緩やかで、限定的な幅となることでＭＰＣ

は全員一致していることと、新たな情報を精査し続け、経済見通しの変化に対応する用意がある方

針も示した。 

離脱協議を巡る不透明感が一段と増す中、在英金融機関、企業ばかりでなく、金融政策と金融シ

ステムの安定の両面で責任を負うＢＯＥにも、あらゆる事態を想定した対応が求められている。 

 

（お願い）本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情

報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものでもありません。 


